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奄
美
返
還
時
の
不
公
表
文
書

奄
美
群
島
の
返
還

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
基
づ
き
、
日
本
が
主
権
を
回
復
し
た
の
は
、
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
で
あ
る
。
同
条
約
第
三
条
に
、

「
日
本
国
は
、
北
緯
二
十
九
度
以
南
の
南
西
諸
島
（
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
を
含
む
。）
孀
婦
岩
の
南
の
南
方
諸
島
（
小
笠
原
群
島
、
西
之
島

及
び
火
山
列
島
を
含
む
。）
並
び
に
沖
の
鳥
島
及
び
南
鳥
島
を
合
衆
国
を
唯
一
の
施
政
権
者
と
す
る
信
託
統
治
制
度
の
下
に
お
く
こ
と
と
す

る
国
際
連
合
に
対
す
る
合
衆
国
の
い
か
な
る
提
案
に
も
同
意
す
る
。
こ
の
よ
う
な
提
案
が
行
わ
れ
且
つ
可
決
さ
れ
る
ま
で
、
合
衆
国
は
、

領
水
を
含
む
こ
れ
ら
の
諸
島
の
領
域
及
び
住
民
に
対
し
て
、
行
政
、
立
法
及
び
司
法
上
の
権
力
の
全
部
及
び
一
部
を
行
使
す
る
権
利
を
有

す
る
も
の
と
す
る
。」
と
あ
る
。
北
緯
二
十
九
度
以
南
に
は
奄
美
群
島
も
含
ま
れ
た
。

論　

説
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政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
〇
）

一
九
五
三
年
八
月
八
日
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
・
ダ
レ
ス
国
務
長
官
が
東
京
を
訪
れ
、
吉
田
茂
総
理
大
臣
及
び
岡
崎
勝

男
外
務
大
臣
と
会
談
し
た
。
同
夜
、
ダ
レ
ス
長
官
は
、
奄
美
群
島
の
返
還
問
題
に
関
し
、「
米
国
政
府
は
、
日
本
政
府
と
の
間
に
必
要
な

取
極
が
結
ば
れ
次
第
、
日
本
国
が
奄
美
群
島
に
対
す
る
権
限
を
回
復
す
る
た
め
に
、
平
和
条
約
第
三
条
に
基
き
同
群
島
に
対
し
て
有
し
て

い
る
諸
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。」
と
の
声
明
を
発
表
し
た
（
1
）

。
こ
の
ダ
レ
ス
声
明
に
よ
り
、
奄
美
群
島
の
本
土
復
帰
が
決

ま
る
。
た
だ
、
い
つ
、
い
か
な
る
条
件
で
復
帰
す
る
の
か
を
確
定
す
る
作
業
が
残
さ
れ
た
。

作
業
が
終
了
し
、
奄
美
群
島
は
、
一
九
五
三
年
一
二
月
二
五
日
、
本
土
へ
の
復
帰
を
果
た
す
。
復
帰
に
あ
た
り
、「
奄
美
群
島
に
関
す

る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
」（
奄
美
返
還
協
定
）
が
交
わ
さ
れ
た
。
同
協
定
は
、
復
帰
前
日
の
一
二
月
二
四
日
に
署
名

さ
れ
、
翌
二
五
日
、
発
効
。
同
協
定
に
は
附
属
書
が
添
付
さ
れ
、
奄
美
群
島
の
地
理
的
範
囲
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
協
定
の
ほ
か
、
公

表
さ
れ
た
文
書
に
、
ジ
ョ
ン
・
Ｍ
・
ア
リ
ソ
ン
駐
日
大
使
と
岡
崎
外
務
大
臣
と
の
交
換
公
文
（
岡
崎
・
ア
リ
ソ
ン
交
換
公
文
）
が
あ
る
。
ア

リ
ソ
ン
大
使
か
ら
岡
崎
大
臣
宛
の
公
文
の
主
な
部
分
は
以
下
で
あ
る
（
2
）

。

奄
美
群
島
及
び
そ
の
領
水
は
、
日
本
本
土
と
南
西
諸
島
の
そ
の
他
の
島
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
事
施
設
と
の
双
方
に
近

接
し
て
い
る
た
め
、
極
東
の
防
衛
及
び
安
全
と
特
異
の
関
係
を
有
す
る
。
日
本
国
政
府
は
、
こ
の
特
異
の
関
係
を
認
め
、
南
西
諸
島

の
そ
の
他
の
島
の
防
衛
を
保
全
し
、
強
化
し
、
及
び
容
易
に
す
る
た
め
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
必
要
と
認
め
る
要
求
を
考
慮
に
入
れ
る

も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
岡
崎
大
臣
の
返
書
に
は
、
こ
の
了
解
が
繰
り
返
さ
れ
、「
本
大
臣
は
、
更
に
、
閣
下
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
記
録
に
と

一
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ど
め
、
且
つ
、
前
記
に
掲
げ
る
了
解
が
日
本
国
政
府
の
了
解
で
も
あ
る
」
と
通
報
し
て
い
る
。

こ
の
了
解
の
趣
旨
は
、
奄
美
群
島
は
日
本
本
土
と
沖
縄
の
米
軍
基
地
の
双
方
に
近
接
し
て
い
る
た
め
、
極
東
の
防
衛
と
安
全
に
特
異
の

関
係
が
あ
り
、
日
本
政
府
は
、
こ
の
関
係
を
認
め
、
沖
縄
の
防
衛
に
あ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
の
要
求
を
考
慮
に
入
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
「
ア
メ
リ
カ
の
要
求
」
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
こ
の
交
換
公
文
で
は
明
ら
か
で
な
い
。

不
公
表
文
書
の
存
在

奄
美
返
還
当
時
、
公
表
さ
れ
た
文
書
は
、
奄
美
返
還
協
定
と
岡
崎
・
ア
リ
ソ
ン
交
換
公
文
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
に
も
不

公
表
の
文
書
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
同
協
定
の
「
公
式
合
意
議
事
録
」（
交
渉
議
事
録
）
及
び
日
米
行
政
協
定
下
の
日
米
合
同
委
員
会

の
「
議
事
録
」
で
あ
る
（
3
）

。
こ
れ
ま
で
、
奄
美
返
還
交
渉
を
め
ぐ
り
、
い
く
つ
か
の
研
究
成
果
が
著
さ
れ
て
い
る
が
（
4
）

、
不
公
表
文
書
と
そ
の

意
味
は
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
不
公
表
文
書
は
密
約
の
証
拠
と
し
て
残
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
の
で
、
と
く
に
慎
重
な
分
析
を
必
要
と
す
る
。

と
り
わ
け
、
合
同
委
員
会
は
、
密
約
の
温
床
と
な
っ
て
い
る
感
も
あ
る
か
ら
だ
。

具
体
的
に
は
、
奄
美
返
還
協
定
が
締
結
さ
れ
る
わ
ず
か
三
ヶ
月
前
の
一
九
五
三
年
九
月
、
行
政
協
定
第
一
七
条
（
刑
事
裁
判
権
）
が
改

正
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
日
本
側
は
、
日
本
国
の
当
局
が
方
針
と
し
て
、
日
本
国
に
と
っ
て
実
質
的
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
件
を

除
き
、
米
軍
関
係
者
に
は
第
一
次
裁
判
権
を
行
使
す
る
意
図
は
有
し
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
合
同
委
員
会
の
下
部
組
織
に

裁
判
権
小
委
員
会
刑
事
部
会
が
あ
る
が
、
そ
の
日
本
側
代
表
・
津
田
實
法
務
省
総
務
課
長
が
一
方
的
に
陳
述
す
る
形
式
の
文
書
と
し
て
残

さ
れ
た
。
日
米
双
方
と
も
、
こ
の
文
書
は
密
約
で
は
な
い
と
し
て
い
る
も
の
の
、
交
渉
過
程
の
詳
細
な
分
析
か
ら
、
密
約
で
あ
っ
た
こ
と

が
立
証
さ
れ
て
い
る
（
5
）

。
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奄
美
返
還
協
定
が
審
議
さ
れ
た
一
九
五
三
年
一
二
月
二
四
日
の
参
議
院
本
会
議
で
、
日
本
社
会
党
の
曽そ

祢ね

益え
き

議
員
が
、
岡
崎
・
ア
リ
ソ

ン
交
換
公
文
に
あ
る
奄
美
群
島
の
特
異
の
関
係
に
つ
い
て
、「
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
書
く
必
要
が
あ
つ
た
の
か
、
何
故
に
安
全
保
障
条

約
、
行
政
協
定
に
カ
バ
ー
さ
れ
る
べ
き
本
来
の
日
本
領
土
と
違
う
関
係
を
こ
こ
に
打
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
こ
の
点
の
御
説
明
を

さ
れ
て
お
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
何
ら
か
、
我
々
は
勿
論
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
何
か
裏
に
あ
る
よ
う
な
感
じ
を

与
え
る
よ
う
な
協
定
を
お
作
り
に
な
る
こ
と
は
甚
だ
面
白
く
な
い
。」
と
政
府
を
追
及
し
た
。
岡
崎
外
務
大
臣
は
、「
特
に
別
段
の
意
味
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
念
を
押
し
ま
し
て
、
こ
の
文
句
を
い
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
答
え
て
い
る
（
6
）

。

岡
崎
大
臣
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
奄
美
返
還
に
あ
た
り
、
公
式
合
意
議
事
録
及
び
合
同
委
員
会
議
事
録
を
公
表
し
て
も
差
し

支
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
曽
祢
議
員
は
「
何
か
裏
に
あ
る
」
と
の
疑
念
を
い
だ
い
た
が
、
不
公
表
文
書
の
存
在
に
よ
っ
て
そ
の
疑

念
は
深
ま
っ
た
。
こ
の
不
公
表
文
書
は
、
日
本
側
で
は
、
一
九
九
一
年
一
〇
月
の
第
一
一
回
外
交
記
録
公
開
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
い
な
い
（
7
）

。

本
稿
の
目
的

本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
不
公
表
文
書
を
と
り
あ
げ
、
奄
美
返
還
に
あ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
側
が
何
を
要
求
し
た
の
か
、
そ
の
要
求
は

公
式
合
意
議
事
録
及
び
合
同
委
員
会
議
事
録
に
ど
の
よ
う
に
盛
り
込
ま
れ
た
の
か
、
不
公
表
文
書
の
交
渉
過
程
の
分
析
を
と
お
し
、
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
な
ぜ
不
公
表
と
さ
れ
た
の
か
、
不
公
表
文
書
の
中
に
密
約
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
か
を
解
明
す

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
後
の
小
笠
原
、
沖
縄
へ
と
続
く
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
領
土
返
還
に
あ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
側
が
何
を
重
視
し
て
い
た

の
か
、
そ
の
一
端
を
解
き
明
か
す
。
奄
美
返
還
を
と
り
あ
げ
る
の
は
、
今
日
ま
で
続
く
米
軍
に
よ
る
基
地
使
用
に
よ
り
、
米
軍
が
日
本
に

一
七
四
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）

基
地
を
置
き
た
い
と
す
る
根
本
的
な
理
由
が
垣
間
見
え
、
今
日
の
在
日
米
軍
の
あ
り
方
を
知
る
上
で
も
重
要
だ
か
ら
だ
。

本
稿
の
構
成

本
稿
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
。
第
二
節
で
は
、
一
九
五
三
年
一
一
月
二
四
日
、
ア
メ
リ
カ
側
が
提
示
し
た
奄
美
返
還
に
関
す

る
原
案
を
検
討
す
る
。
な
か
で
も
、
米
側
公
式
議
事
録
案
は
、
返
還
後
の
奄
美
群
島
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
、
行
政
協
定
を
ア
メ
リ
カ
側

が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
を
知
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
第
三
節
は
、
奄
美
返
還
交
渉
の
う
ち
、「
特
異
の
関
係
」
の
意
味
、

並
び
に
、
米
側
公
式
議
事
録
案
を
め
ぐ
る
交
渉
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
奄
美
返
還
の
正
式
会
談
は
、
一
一
月
二
七
日
に
始
ま
り
、
米
側

原
案
が
検
討
さ
れ
、
一
二
月
初
め
に
は
交
渉
当
事
者
間
で
日
米
妥
協
案
が
成
立
す
る
。
そ
の
後
、
取
極
の
形
式
は
、
当
初
予
定
し
て
い
た

交
換
公
文
で
は
な
く
、
返
還
協
定
と
な
る
。
第
四
節
は
、
交
渉
の
核
心
部
分
で
あ
る
公
式
合
意
議
事
録
及
び
日
米
合
同
委
員
会
議
事
録
は

い
か
な
る
内
容
で
決
着
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
奄
美
群
島
が
有
す
る
「
特
異
の
関
係
」
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
た
の
か
、

密
約
は
存
在
し
て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
。

二
．
米
側
案
の
提
示

八
月
八
日
の
ダ
レ
ス
国
務
長
官
に
よ
る
奄
美
返
還
の
発
表
後
、
日
本
側
は
早
期
返
還
の
実
現
を
め
ざ
す
。
当
初
、
返
還
期
日
を
一
一
月

一
日
に
す
る
よ
う
ア
メ
リ
カ
側
に
働
き
か
け
た
（
8
）

。
た
だ
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
の
声
明
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
返
還
は
ア
メ
リ
カ
側
に
よ
る
一

方
的
な
施
政
権
の
放
棄
で
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
米
側
案
の
提
示
を
待
っ
て
、
話
し
合
い
を
進
め
る
と
い
う
姿
勢
を
日

本
側
は
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

一
七
五
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（
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三
四
）

米
側
案
の
概
要

一
一
月
二
〇
日
、
国
務
省
か
ら
米
側
案
が
記
さ
れ
た
在
京
米
大
使
館
宛
公
電
第
一
二
一
二
号
が
発
出
さ
れ
た
（
9
）

。
待
望
の
米
側
案
が
日
本

側
に
提
示
さ
れ
た
の
は
、
一
一
月
二
四
日
午
後
で
あ
る
。
在
京
米
大
使
館
の
ジ
ョ
ン
・
Ｊ
・
コ
ン
ロ
イ
理
事
官
が
、
外
務
省
に
鶴
見
清
彦

ア
ジ
ア
局
第
五
課
長
を
往
訪
し
、
奄
美
返
還
に
関
す
る
米
側
案
を
手
交
し
た
。
そ
れ
は
以
下
の
文
書
か
ら
な
っ
て
い
た
（
10
）

。

米
公
文
案 D

raft U
nited S

tates N
ote

附
属
書
Ⅰ D

raft E
nclosure I to N

ote

（M
ilitary R

ights

）

附
属
書
Ⅱ D

raft E
nclosure II to N

ote

（F
acilities and A

reas

）

附
属
書
Ⅲ D

raft E
nclosure III to N

ote

（F
inancial and P

olitical A
rrangem

ents

）

附
属
書
Ⅳ D

raft E
nclosure IV

 to N
ote

（D
escription of A

rea

）

公
式
議
事
録
案 D

raft of O
ffi  cial M

inutes

公
文
案
、
附
属
書
四
通
及
び
公
式
議
事
録
案
で
あ
る
。
当
初
、
日
米
双
方
は
、
こ
の
米
側
公
文
案
を
も
と
に
、
日
本
側
で
は
国
会
で
の

承
認
が
不
要
な
交
換
公
文
で
奄
美
返
還
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
た
だ
、
最
後
ま
で
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
問
題
は
、
当
時
、
奄
美
群
島

に
流
通
し
て
い
た
Ｂ
円
の
処
理
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
日
本
政
府
が
Ｂ
円
を
速
や
か
に
回
収
し
、
米
民
政
府
に
無
償
で
引
渡
す
よ
う

求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
側
は
、
Ｂ
円
は
発
行
者
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
側
の
債
務
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
回
収
し
た
Ｂ
円
は
、
全
額

米
ド
ル
又
は
日
本
に
お
い
て
有
す
る
円
勘
定
か
ら
支
払
う
よ
う
要
求
し
た
。
こ
の
問
題
は
、
交
渉
に
早
く
決
着
を
つ
け
た
い
日
本
側
が
折

一
七
六
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美
返
還
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夫
）

（
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五
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れ
、
米
側
案
通
り
、
Ｂ
円
は
無
償
で
米
民
政
府
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
Ｂ
円
の
替
わ
り
と
な
る
日
本
円
に
つ

い
て
、
新
た
な
予
算
措
置
が
必
要
と
な
り
、
最
終
的
に
、
交
換
公
文
で
は
な
く
、
国
会
の
承
認
が
必
要
な
協
定
の
形
式
に
変
更
さ
れ
た
。

日
米
の
交
渉
当
事
者
は
、
米
側
案
に
基
づ
き
交
渉
を
進
め
、
一
二
月
初
め
に
は
、
日
米
妥
協
案
が
成
立
し
た
。
た
だ
、
最
終
的
に
協
定

の
形
が
と
ら
れ
た
た
め
、
当
初
の
米
側
案
、
日
米
妥
協
案
、
最
終
文
書
と
推
移
し
た
。
本
稿
の
目
的
は
、
こ
れ
ら
文
書
の
全
容
で
は
な
く
、

日
米
安
全
保
障
条
約
及
び
行
政
協
定
と
の
関
連
で
、
奄
美
群
島
が
有
す
る
特
異
の
関
係
並
び
に
同
島
の
軍
事
的
地
位
が
ど
の
よ
う
に
話
し

合
わ
れ
、
決
着
を
み
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
一
一
月
二
四
日
に
提
示
さ
れ
た
米
側
案
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
て
お

き
た
い
（
11
）

。

公
文
案

ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
公
文
及
び
附
属
書
の
規
定
に
従
い
、
奄
美
群
島
の
領
域
及
び
住
民
に
対
し
行
政
、
立
法
及
び
司
法
上
の
す
べ
て
の

権
力
を
行
使
す
る
権
利
を
日
本
国
の
た
め
に
放
棄
す
る
。
平
和
条
約
第
三
条
に
掲
げ
る
他
の
島
（
沖
縄
等
）
に
つ
い
て
は
、
平
和
及
び
安

全
の
永
続
す
る
状
態
が
極
東
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
ま
で
は
、
現
在
行
使
し
て
い
る
限
度
の
管
理
と
機
能
を
維
持
す
る
（
12
）

。

附
属
書
Ⅰ

返
還
の
日
か
ら
日
米
安
全
保
障
条
約
及
び
そ
の
い
か
な
る
実
施
取
極
も
奄
美
群
島
に
適
用
さ
れ
る
。
附
属
書
Ⅱ
で
は
、
奄
美
群
島
に
お

け
る
施
設
及
び
区
域
が
規
定
さ
れ
、
両
政
府
は
、
そ
れ
ら
の
施
設
・
区
域
を
行
政
協
定
に
基
づ
く
も
の
と
合
意
し
た
。
将
来
、
ア
メ
リ
カ

側
が
奄
美
群
島
に
追
加
の
施
設
・
区
域
を
設
け
た
い
と
希
望
し
、
そ
の
要
請
を
し
た
場
合
に
は
、
合
同
委
員
会
に
よ
っ
て
緊
急
性
か
つ
継

一
七
七
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（
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）

続
性
を
基
に
検
討
さ
れ
る
。

奄
美
群
島
は
日
米
双
方
の
防
衛
及
び
安
全
に
特
異
の
関
係
が
あ
る
。
日
本
政
府
は
こ
の
関
係
を
十
分
に
認
識
し
、
同
群
島
の
行
政
に
当

り
、
南
西
諸
島
の
残
余
の
部
分
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
的
必
要
を
考
慮
に
入
れ
る
。

附
属
書
Ⅱ

ア
メ
リ
カ
が
使
用
し
て
い
る
二
つ
の
施
設
及
び
区
域
（
名
瀬
に
あ
る
米
民
政
府
奄
美
チ
ー
ム
の
宿
舎
及
び
沖
永
良
部
島
の
レ
ー
ダ
ー
施
設
）
は

行
政
協
定
に
基
づ
く
「
施
設
及
び
区
域
」
を
構
成
す
る
こ
と
に
日
米
両
政
府
は
合
意
し
た
。

名
瀬
の
気
象
観
測
所
は
日
本
政
府
に
引
き
継
が
れ
、
ア
メ
リ
カ
側
に
対
し
無
償
で
気
象
状
況
を
知
ら
せ
る
。

附
属
書
Ⅲ

1
．
日
本
政
府
は
Ｂ
円
を
速
や
か
に
回
収
し
、
無
償
で
米
民
政
府
に
引
き
渡
す
。

2
．
返
還
の
日
以
後
、
日
本
政
府
は
予
算
上
及
び
財
政
上
の
全
責
任
を
と
る
。

3
．
日
本
政
府
は
奄
美
群
島
の
郵
便
制
度
の
す
べ
て
の
財
政
上
の
義
務
を
引
き
う
け
る
。

4
．
日
本
政
府
は
銀
行
を
指
定
し
、
琉
球
銀
行
支
店
の
資
産
購
入
の
話
し
合
い
を
琉
球
銀
行
と
行
わ
せ
る
。

5
．
奄
美
群
島
の
諸
機
関
又
は
住
民
が
琉
球
政
府
そ
の
他
の
機
関
に
負
っ
て
い
る
債
務
は
、
日
本
政
府
が
肩
替
り
し
て
日
本
円
に
よ
り

支
払
う
こ
と
と
し
、
支
払
日
本
円
は
日
本
か
ら
琉
球
へ
の
物
資
の
輸
入
等
の
代
金
決
済
に
充
て
ら
れ
る
。

6
．
日
本
政
府
は
返
還
の
日
ま
で
の
す
べ
て
の
請
求
権
を
放
棄
す
る
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
側
の
す
べ
て
の
作
為
又
は
不
作
為
の
効
力

一
七
八
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を
承
認
す
る
。

7
．
日
本
政
府
は
、
琉
球
政
府
又
は
米
民
政
府
の
裁
判
所
の
確
定
判
決
を
執
行
し
、
奄
美
群
島
に
あ
る
琉
球
政
府
裁
判
所
に
係
属
中
の

民
刑
事
裁
判
を
継
承
す
る
。

附
属
書
Ⅳ

奄
美
群
島
の
範
囲
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

議
事
録
案

奄
美
群
島
の
領
水
を
含
む
領
域
及
び
そ
の
上
空
に
対
す
る
行
政
協
定
第
二
条
及
び
第
三
条
の
適
用
に
特
例
を
設
け
る
よ
う
ア
メ
リ
カ
側

が
要
求
し
て
い
る
。

特
異
の
関
係
と
米
側
議
事
録
案

こ
れ
ら
の
文
書
の
中
で
、
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ま
ず
、
附
属
書
Ⅰ
に
奄
美
群
島
は
日
米
双
方
の
防
衛
及
び
安
全
と
に
特
異
の
関
係

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
「
特
異
の
関
係
」
と
は
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
、
議
事
録
案
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
奄
美
返
還
の
取
極
に
関
す
る
議
事
録
の
意
味
で
あ
る
。
以
下
に
米
側
議
事
録
案
の
全
文
を
紹

介
す
る
。

一
七
九



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
三
八
）

米
側
提
示
の
公
式
合
意
議
事
録
案
（A

greed O
ffi  cial M

inutes

）

1
．
行
政
協
定
第
二
条
第
一
項
は
、
奄
美
群
島
が
日
米
双
方
の
防
衛
及
び
安
全
に
と
り
特
異
の
関
係
を
有
す
る
た
め
、
奄
美
群
島
に

お
け
る
追
加
の
施
設
及
び
区
域
（
航
空
支
援
、
装
置
、
及
び
航
空
管
制
の
た
め
の
用
地
、
並
び
に
、
ラ
ジ
オ
及
び
レ
ー
ダ
ー
が
十
分
に
届
く
の
を

確
保
す
る
の
に
必
要
な
用
地
が
含
ま
れ
る
。）
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
許
与
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

2
．
行
政
協
定
第
二
条
第
一
項
は
、
空
間
の
自
由
（freedom
 of space

）
の
範
囲
を
、
奄
美
群
島
及
び
そ
の
領
水
上
の
す
べ
て
の
地

域
に
拡
大
し
う
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

3
．
行
政
協
定
第
二
条
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
安
全
保
障
条
約
の
実
施
に
関
し
、
奄
美
群
島
の
す
べ
て
の
領
水
を
利
用
す
る
こ
と

が
許
与
さ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

4
．
行
政
協
定
第
二
条
は
、
今
後
、
必
要
と
な
り
う
る
追
加
の
施
設
の
候
補
地
の
選
択
に
関
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
当
局
者
に
は
、

日
本
国
政
府
に
通
告
の
上
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
用
地
の
視
察
を
行
う
こ
と
が
許
与
さ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

5
．
行
政
協
定
第
二
条
及
び
第
三
条
は
、
米
軍
及
び
軍
事
施
設
の
効
果
的
な
活
動
を
阻
害
す
る
ご
と
き
電
波
妨
害
施
設
等
の
敵
対
的

又
は
有
害
な
装
置
を
除
去
し
又
は
破
壊
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
が
奄
美
群
島
の
領
域
、
領
空
及
び
領
水
に
入
る
こ
と

を
許
与
さ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

6
．
行
政
協
定
第
三
条
第
一
項
は
、
日
本
国
が
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
飛
行
場
を
含
め
た
防
衛
施
設
の
設
置
に
つ
い
て
計
画
す
る
場

合
に
は
、
合
衆
国
と
日
本
国
と
の
間
で
協
議
が
行
わ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

7
．
一
九
五
一
年
九
月
八
日
付
け
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
務
長
官
と
日
本
国
総
理
大
臣
と
の
交
換
公
文
は
、
奄
美
大
島
群
島
に
適
用

さ
れ
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

一
八
〇



奄
美
返
還
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
三
三
九
）

議
事
録
案
の
項
目
の
多
く
は
、
行
政
協
定
第
二
条
・
第
三
条
に
関
連
す
る
。
行
政
協
定
第
二
条
は
、
第
一
項
で
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
に

対
し
、
安
保
条
約
第
一
条
に
掲
げ
る
目
的
の
遂
行
に
必
要
な
施
設
・
区
域
の
使
用
を
許
し
、
個
々
の
施
設
・
区
域
の
決
定
に
関
す
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
条
の
他
の
項
で
は
、
取
極
の
再
検
討
、
施
設
・
区
域
の
返
還
、
日
本
側
の
使
用
に
関
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。

こ
の
行
政
協
定
第
二
条
に
関
連
し
、
議
事
録
案
第
一
項
で
は
、「
特
異
の
関
係
」
を
ふ
ま
え
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
追
加
的
な
施
設
・

区
域
が
ア
メ
リ
カ
に
と
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
了
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
議
事
録
案
第
二
項
で
は
、
領
空
の
範
囲
は
、

「
奄
美
群
島
及
び
そ
の
領
水
上
の
す
べ
て
の
地
域
に
拡
大
し
う
る
」
こ
と
、
同
案
第
三
項
で
は
、
ア
メ
リ
カ
が
奄
美
群
島
の
す
べ
て
の
領

水
を
利
用
で
き
る
こ
と
が
了
解
事
項
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
案
第
四
項
で
は
、
奄
美
群
島
に
追
加
の
施
設
が
必
要
と
な
る
場
合
、

日
本
政
府
に
通
告
の
上
、
候
補
地
の
選
択
に
あ
た
り
、
ア
メ
リ
カ
の
関
係
者
は
用
地
の
視
察
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。

行
政
協
定
第
三
条
に
は
、
施
設
・
区
域
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
広
範
な
管
理
権
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
、
議
事
録
案
第

五
項
は
、
米
軍
及
び
軍
事
施
設
の
効
果
的
な
活
動
を
阻
害
す
る
と
思
わ
れ
る
電
波
妨
害
施
設
等
の
敵
対
的
又
は
有
害
な
装
置
を
除
去
し
又

は
破
壊
す
る
た
め
、
米
軍
は
奄
美
群
島
の
領
域
、
領
空
及
び
領
水
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

議
事
録
案
第
六
項
は
、
日
本
が
奄
美
群
島
に
お
け
る
飛
行
場
を
含
め
、
今
後
、
防
衛
施
設
の
設
置
を
計
画
す
る
場
合
、
日
米
間
で
協
議

が
行
わ
れ
る
と
あ
る
。

議
事
録
案
第
七
項
で
は
、
一
九
五
一
年
九
月
八
日
付
け
の
い
わ
ゆ
る
吉
田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文
が
奄
美
群
島
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と

が
了
解
事
項
と
な
っ
て
い
る
。

米
側
議
事
録
案
は
全
部
で
七
項
か
ら
な
っ
て
お
り
、
最
終
的
に
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
は
合
同
委
員
会
議
事
録
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
第

一
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六
項
は
公
式
合
意
議
事
録
に
、
第
七
項
は
奄
美
返
還
協
定
第
七
条
の
一
部
と
な
っ
た
（
米
側
議
事
録
案
の
推
移
は
、
後
掲
の
表
1
を
参
照
）。

こ
の
う
ち
、
公
式
合
意
議
事
録
及
び
合
同
委
員
会
議
事
録
が
不
公
表
と
さ
れ
た
。

米
側
案
を
受
け
取
っ
た
直
後
の
日
本
側
の
反
応
を
み
て
お
こ
う
。
外
務
省
で
は
、
た
だ
ち
に
、
米
側
案
に
関
す
る
省
内
関
係
局
課
と
の

会
議
が
開
か
れ
、
一
応
の
結
論
を
得
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
ア
メ
リ
カ
側
が
返
還
後
の
奄
美
群
島
で
い
か
な
る
軍
事
権
を
行
使
し
う
る
の

か
が
も
っ
と
も
お
お
き
な
問
題
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
附
属
書
Ⅰ
・
Ⅱ
及
び
議
事
録
案
に
つ
い
て
、「
現
在
使
用
中
の
軍
事
施
設
は
、
日

米
合
同
委
員
会
の
協
議
を
ま
た
ず
に
直
ち
に
行
政
協
定
に
基
く
施
設
及
び
区
域
と
み
な
さ
ん
と
し
、
更
に
、
将
来
に
お
け
る
合
同
委
員
会

の
協
議
を
拘
束
し
、
或
い
は
奄
美
群
島
に
対
す
る
行
政
協
定
の
適
用
に
関
す
る
解
釈
を
拡
張
せ
ん
と
し
て
い
る
（
13
）

。」
と
あ
る
。
こ
の
意
味

は
、
交
渉
過
程
の
分
析
を
と
お
し
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

三
．
奄
美
返
還
交
渉

第
一
回
正
式
会
談

米
側
案
の
提
示
を
受
け
、
一
一
月
二
七
日
、
外
務
省
で
第
一
回
正
式
会
談
が
行
わ
れ
た
（
14
）

。
日
本
側
は
中
川
融
ア
ジ
ア
局
長
、
下
田
武
三

条
約
局
長
等
が
、
ア
メ
リ
カ
側
は
在
京
米
大
使
館
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
Ｄ
・
バ
ー
ガ
ー
参
事
官
、
ジ
ュ
ー
ル
ズ
・
バ
ッ
シ
ン
法
務
官
等
が
出

席
し
た
。

ま
ず
、
米
側
附
属
書
Ⅰ
に
あ
る
「
特
異
の
関
係
」
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
奄
美
群
島
が
沖
縄
及
び
日
本
本
土
双
方
に
と
り
、
特

異
の
関
係
に
あ
る
と
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
お
お
き
な
関
心
事
で
あ
り
、
こ
の
点
に
日
本
側
が
と
く
に
留
意
す
る
よ

う
求
め
た
。
日
本
側
は
理
解
を
示
し
た
も
の
の
、
こ
の
関
係
を
日
本
側
が
留
意
す
る
と
い
う
表
現
は
、
附
属
書
で
は
な
く
、
議
事
録
に
記

一
八
二



奄
美
返
還
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
三
四
一
）

載
す
る
の
が
最
善
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
日
本
側
は
、
米
側
議
事
録
案
に
は
多
数
の
項
目
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は

行
政
協
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
た
ん
に
繰
り
返
し
て
い
る
に
し
か
過
ぎ
な
い
、
と
同
案
に
難
色
を
示
し
た
。
け
っ
き
ょ
く
、
こ
れ
ら
の

点
は
、
軍
事
分
科
会
で
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
15
）

。
な
お
、
こ
の
と
き
、
軍
事
、
法
務
、
財
務
の
三
分
科
会
が
設
置
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
会
談
で
、
米
側
附
属
書
Ⅰ
の
第
一
項
（
安
保
条
約
等
は
奄
美
群
島
に
適
用
さ
れ
る
）
及
び
米
側
附
属
書
Ⅱ
（
現
行
の
施
設
・
区
域
は
行
政

協
定
に
基
づ
く
）
に
替
わ
る
日
本
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
九
五
三
年　
　
　
　
　
　

以
降
（
筆
者
注
：
奄
美
返
還
の
日
付
が
入
る
）、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約

及
び
同
条
約
下
の
い
か
な
る
実
施
取
極
も
、
南
西
諸
島
の
奄
美
群
島
に
適
用
さ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
及
び
日
本
国
政
府
は
、
奄
美
群
島
で
合
衆
国
政
府
が
現
に
使
用
し
て
い
る
二
つ
の
設
備
及
び
用
地
は
日
本

国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条
の
行
政
協
定
第
二
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
合
同
委
員
会
の
協
議
を
通
じ

決
定
さ
れ
る
ま
で
、
一
九
五
三
年　
　
　
　
　
　

以
降
も
（
筆
者
注
：
奄
美
返
還
の
日
付
が
入
る
）
合
衆
国
軍
に
よ
り
引
き
続
き
使
用

さ
れ
る
こ
と
に
合
意
し
た
（
16
）

。

日
本
側
は
、「
現
在
米
側
が
使
用
し
て
い
る
施
設
及
び
区
域
は
合
同
委
員
会
の
決
定
が
行
わ
れ
る
ま
で
は
、
そ
の
ま
ゝ
使
用
す
る
こ
と

を
暫
定
的
に
認
め
、
米
側
か
ら
要
求
の
あ
っ
た
奄
美
群
島
の
み
に
関
す
る
行
政
協
定
第
二
条
及
び
第
三
条
の
特
例
の
解
釈
等
は
す
べ
て
合

同
委
員
会
に
譲
り
た
い
旨
の
申
入
れ
（
17
）

」
を
行
っ
た
。
こ
の
日
本
側
案
は
、
返
還
後
の
奄
美
群
島
に
は
、
安
保
条
約
及
び
そ
の
実
施
取
極
が
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す
べ
て
適
用
さ
れ
、
奄
美
群
島
に
位
置
す
る
施
設
の
今
後
の
使
用
も
、
合
同
委
員
会
の
決
定
に
よ
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

第
一
回
軍
事
分
科
会

一
一
月
二
八
日
、
第
一
回
軍
事
分
科
会
が
開
か
れ
た
。
席
上
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
米
側
案
の
附
属
書
Ⅰ
、
Ⅱ
に
替
わ
る
先
の
日
本
側
案

で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
重
要
と
考
え
る
二
点
が
抜
け
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
ひ
と
つ
は
、
将
来
、
ア
メ
リ
カ
側
が
奄
美
群
島
に
追
加
の
施

設
を
要
請
し
た
場
合
、
米
側
案
（
附
属
書
Ⅰ
）
で
は
合
同
委
員
会
に
よ
っ
て
緊
急
に
対
処
さ
れ
る
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
緊
急
性
に
関

す
る
記
述
が
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
奄
美
群
島
の
特
異
の
関
係
を
認
め
る
文
言
が
な
い
。
軍
事
分
科
会
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
決
着

は
つ
か
ず
、
次
回
の
正
式
会
談
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
18
）

。

米
側
公
式
議
事
録
案
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
を
み
て
み
よ
う
（
19
）

。
日
本
側
は
、
ま
ず
、
米
側
議
事
録
案
第
一
項
（
追
加
の
施
設
・
区
域
）
に
つ

い
て
、
将
来
、
追
加
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
議
事
録
で
言
及
す
る
の
は
適
切
で
は
な
く
、
替
わ
り
に
、
次
回
の
合
同
委
員
会
の
議
事
録
に

同
じ
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と
を
提
案
し
た
。
日
本
側
が
示
し
た
議
事
録
案
と
は
以
下
で
あ
る
。

議
事
録
（
合
同
委
員
会
）

合
衆
国
代
表
は
、「
奄
美
群
島
及
び
そ
の
領
水
は
、
日
米
両
国
の
防
衛
及
び
安
全
に
と
っ
て
特
異
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
を
考
慮

し
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
追
加
の
施
設
及
び
区
域
に
関
し
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
要
請
に
日
本
国
政
府
が
特
別
に
配
慮
す
る
こ
と
を

強
く
希
望
す
る
。」
と
述
べ
た
。

日
本
国
代
表
は
、「
両
国
の
防
衛
及
び
安
全
に
と
っ
て
、
奄
美
群
島
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
、
日
本
国
政
府
は
、
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か
か
る
要
請
が
、
合
同
委
員
会
を
通
じ
、
明
確
か
つ
個
別
に
な
さ
れ
れ
ば
、
で
き
る
限
り
好
意
的
に
配
慮
す
る
。」
と
応
じ
た
（
20
）

。

米
側
原
案
で
は
、
奄
美
群
島
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
側
が
必
要
と
す
る
追
加
の
施
設
・
区
域
が
あ
れ
ば
、
当
然
の
如
く
受
け
入
れ
ら
れ

る
と
な
っ
て
い
た
が
、
日
本
側
が
提
示
し
た
合
同
委
員
会
議
事
録
案
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
対
す
る
日
本
側
の
応
答
の
形
が
と
ら

れ
て
い
る
。
行
政
協
定
に
関
す
る
事
項
は
、
合
同
委
員
会
の
枠
組
み
に
封
じ
込
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ

カ
側
の
要
請
は
一
般
的
・
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、「
明
確
か
つ
個
別
に
」
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
た
だ
、
そ
の
よ
う
な

ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
、
日
本
側
と
し
て
も
、「
で
き
る
限
り
好
意
的
に
配
慮
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
日
本
側
案
で
は
、
追
加
の
施
設
・
区
域
に
関
し
て
の
み
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
と
日
本
側
の
応
答
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
形

式
は
、
最
終
的
な
合
同
委
員
会
議
事
録
の
原
型
と
な
り
、
他
の
項
目
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

米
側
議
事
録
案
第
二
項
（
奄
美
群
島
の
領
空
飛
行
の
自
由
）
に
つ
い
て
、
日
本
側
は
、
行
政
協
定
下
に
お
い
て
す
で
に
ア
メ
リ
カ
は
領
空

飛
行
の
完
全
な
自
由
を
有
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
行
政
協
定
の
文
言
は
、
同
案
第
二
項
よ
り
狭
く
解
釈
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
の
で
、
日
本
側
は
こ
の
点
を
明
確
に
了
解
す
る
旨
を
表
明
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
応
じ
た
。

米
側
議
事
録
案
第
三
項
（
奄
美
群
島
の
領
水
の
利
用
）
に
つ
い
て
、
こ
れ
で
は
き
わ
め
て
広
い
解
釈
が
可
能
と
な
る
と
し
て
、
日
本
側
は

異
を
唱
え
た
。
射
撃
区
域
・
演
習
区
域
の
指
定
と
い
っ
た
事
項
に
対
処
す
る
の
は
合
同
委
員
会
で
あ
り
、
そ
の
権
限
を
奪
っ
て
し
ま
う
と

い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
日
本
側
は
、
自
国
の
領
水
を
ア
メ
リ
カ
側
に
利
用
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
な
ん
ら
の
問
題
も
な
く
、

た
だ
、
個
人
の
利
益
や
漁
業
権
が
含
ま
れ
る
場
合
は
例
外
で
あ
る
と
補
足
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
奄
美
群
島

の
特
異
の
地
理
的
状
況
か
ら
、
米
海
軍
は
、
同
海
域
を
巡
回
す
る
大
幅
な
自
由
が
必
要
と
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
日
本
側
は
、
か
か
る
自
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由
は
行
政
協
定
下
で
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
海
域
に
お
け
る
日
本
船
の
拿
捕
や
捜
索
と
い
っ
た
活
動
は
許
さ
れ
ず
、
そ
う
し
た
行
為
は
、

行
政
協
定
の
枠
外
に
あ
り
、
日
本
の
警
察
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
反
論
し
た
。

米
側
議
事
録
案
第
四
項
（
追
加
用
地
の
視
察
）
に
つ
い
て
、
日
本
側
は
、
行
政
協
定
下
で
は
、
用
地
視
察
に
事
前
の
許
可
が
必
要
で
あ
り
、

許
可
な
し
に
用
地
視
察
が
で
き
る
よ
う
に
、
行
政
協
定
の
規
定
を
拡
大
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
十

分
な
対
空
警
報
に
よ
っ
て
沖
縄
を
完
全
に
防
護
す
る
た
め
、
レ
ー
ダ
ー
警
報
装
置
と
い
っ
た
既
存
の
施
設
を
、
い
つ
で
も
移
動
可
能
な
状

態
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
反
論
し
た
。
こ
う
し
た
件
を
東
京
の
合
同
委
員
会
に
諮
っ
て
い
た
の
で
は
適
時
の
対
応
が
で
き
ず
、
た
だ

ち
に
視
察
し
う
る
こ
と
が
絶
対
必
要
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
、
日
米
安
保
条
約
第
三
条
に
は
、「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
日
本
国
内
及

び
そ
の
附
近
に
お
け
る
配
備
を
規
律
す
る
条
件
は
、
両
政
府
間
の
行
政
協
定
で
決
定
す
る
。」
と
あ
り
、
同
条
に
基
づ
き
、
こ
う
し
た
事

態
に
対
処
す
る
た
め
合
意
す
る
こ
と
が
ゆ
る
さ
れ
る
と
の
考
え
も
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
示
さ
れ
た
。

日
本
側
は
、
米
側
議
事
録
案
第
五
項
（
電
波
妨
害
施
設
等
の
除
去
）
に
つ
い
て
、
奄
美
返
還
に
よ
っ
て
、
日
本
は
警
察
力
の
行
使
を
引
き

継
ぎ
、
他
国
の
軍
隊
が
日
本
の
主
権
に
干
渉
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
、
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
行
政
協
定
第
三
条
で
は
、
こ
の
よ

う
な
事
態
は
合
同
委
員
会
が
対
処
す
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
私
有
財
産
の
除
去
や
破
壊
が
必
要
な
場
合
に
は
、
法
執
行
機
関
が
そ
の
任

に
あ
た
る
、
と
補
足
し
た
。
確
か
に
、
行
政
協
定
第
三
条
は
施
設
及
び
区
域
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
管
理
権
を
規
定
し
、
第
一
項
第
三
文

に
は
、「
本
条
で
許
与
さ
れ
る
権
利
、
権
力
及
び
権
能
を
施
設
及
び
区
域
外
で
行
使
す
る
に
当
つ
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
合
同
委
員
会
を

通
じ
て
両
政
府
間
で
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
あ
る
。

米
側
議
事
録
案
第
六
項
（
防
衛
計
画
の
協
議
）
に
つ
い
て
、
日
本
側
は
、
こ
の
要
請
は
、「
受
け
入
れ
が
た
い
」
と
主
張
し
た
。
ア
メ
リ

カ
側
は
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
利
用
可
能
な
用
地
は
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
将
来
の
防
衛
施
設
に
関
す
る
日
本
の
計
画
を
知
ら
せ
て
も
ら
え
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れ
ば
多
と
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
し
た
施
設
が
、
ア
メ
リ
カ
側
の
将
来
の
計
画
に
と
っ
て
妨
げ
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の

が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
日
本
側
は
、
こ
の
問
題
は
、
行
政
協
定
第
三
条
に
、
直
接
、
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

日
本
側
は
、
米
側
議
事
録
案
第
七
項
（
吉
田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文
の
奄
美
群
島
へ
の
適
用
）
に
つ
い
て
、
一
九
五
一
年
九
月
八
日
の
吉

田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文
は
、
日
本
全
土
に
適
用
さ
れ
、
奄
美
群
島
が
日
本
に
返
還
さ
れ
れ
ば
、
同
島
に
も
必
然
的
に
適
用
さ
れ
る
の
で
、

同
項
は
不
要
で
あ
り
、
削
除
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

こ
の
第
一
回
軍
事
分
科
会
で
、
米
側
議
事
録
案
を
め
ぐ
る
日
米
双
方
の
主
張
は
ほ
ぼ
で
そ
ろ
っ
た
。
一
一
月
三
〇
日
、
第
二
回
正
式
会

談
が
開
か
れ
、
日
本
側
は
、
あ
ら
た
め
て
、
米
側
議
事
録
案
の
内
容
は
、
交
渉
議
事
録
で
は
な
く
、
合
同
委
員
会
議
事
録
に
盛
り
込
む
よ

う
強
く
主
張
し
た
。
け
っ
き
ょ
く
、
こ
の
会
談
で
は
、
合
同
委
員
会
の
場
で
日
本
側
代
表
が
米
側
議
事
録
案
の
内
容
に
好
意
的
に
配
慮
す

る
こ
と
を
保
証
す
る
な
ら
、
合
同
委
員
会
議
事
録
で
対
処
は
可
能
で
あ
る
と
の
暫
定
合
意
に
い
た
っ
た
（
21
）

。

第
二
回
軍
事
分
科
会
及
び
第
三
回
正
式
会
談

一
二
月
一
日
、
第
二
回
軍
事
分
科
会
が
開
か
れ
、
軍
事
に
関
す
る
日
本
側
新
提
案
が
ア
メ
リ
カ
側
に
手
交
さ
れ
た
（
22
）

。
新
提
案
は
、
文
書

1
、
文
書
2
、
文
書
3
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
文
書
2
は
、
米
側
附
属
書
Ⅰ
の
第
一
項
（
安
保
条
約
等
は
奄
美
群
島
に
適
用
さ
れ

る
）
及
び
附
属
書
Ⅱ
（
現
行
の
施
設
・
区
域
は
行
政
協
定
に
基
づ
く
）
に
つ
い
て
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
を
満
た
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、

以
下
、「
特
異
の
関
係
」
の
扱
い
及
び
米
側
議
事
録
案
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

文
書
1
は
、
米
側
附
属
書
Ⅰ
の
最
後
の
段
落
（「
特
異
の
関
係
」）、
及
び
、
米
側
議
事
録
案
第
六
項
（
日
本
の
防
衛
計
画
）
に
代
替
し
、
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
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（
文
書
1
）

奄
美
群
島
及
び
そ
の
領
水
は
、
日
本
本
土
、
並
び
に
、
南
西
諸
島
の
そ
の
他
の
島
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
事
施
設
と
の

双
方
に
近
接
し
て
い
る
た
め
、
日
米
両
国
の
防
衛
及
び
安
全
と
特
異
の
関
係
を
有
す
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

こ
の
点
を
了
解
し
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
防
衛
施
設
の
設
置
（
飛
行
場
を
含
む
）
に

関
す
る
日
本
側
の
将
来
の
計
画
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
協
議
す
る
こ
と
が
日
本
国
政
府
の
意
思
で
あ
る
。

文
書
1
は
、
最
終
的
な
公
式
合
意
議
事
録
（
交
渉
議
事
録
）
第
一
項
の
原
型
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
側
が
強
く
要
請
し
て
い
た
「
特
異
の

関
係
」
が
盛
り
込
ま
れ
、
ま
た
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
日
本
の
防
衛
計
画
は
、
安
保
条
約
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
両
国
間
で
協
議
す
る
と

な
っ
て
い
る
。

日
本
側
は
、
こ
の
文
書
は
公
式
合
意
議
事
録
（
交
渉
議
事
録
）
に
盛
り
込
ま
れ
、
不
公
表
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、

こ
の
文
書
を
研
究
・
討
議
し
た
結
果
、
米
側
提
案
の
附
属
書
Ⅰ
に
あ
る
「
特
異
の
関
係
」
も
含
ま
れ
て
お
り
、
同
文
書
に
満
足
の
意
を
表

し
た
。

第
一
回
軍
事
分
科
会
で
、
日
本
側
は
、
米
側
議
事
録
案
に
替
わ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
日
本
側
が
応
答
す
る
形
式
の
案
を
提
示
し

て
い
た
が
、
そ
の
全
体
像
を
示
し
た
の
が
文
書
3
で
あ
り
、
四
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
日
本
側
提
示
の
案
は
、
ア
メ
リ
カ
側
と
の

協
議
を
踏
ま
え
、
日
米
妥
協
案
と
な
り
、
最
終
的
に
は
合
同
委
員
会
議
事
録
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
実
質
的
に
同
じ
内
容
で
あ
り
、
若
干
の

修
文
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
重
複
を
避
け
る
た
め
、
文
書
3
に
つ
い
て
は
、
後
掲
表
1
の
最
終
文
書
の
列
に
あ
る
合
同
委
員

会
議
事
録
（
不
公
表
）
1
．
か
ら
4
．
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
文
書
3
が
提
示
さ
れ
た
際
、
日
米
間
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が

一
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あ
っ
た
の
か
を
紹
介
し
て
お
く
。

第
一
項
（
追
加
の
施
設
・
区
域
）
に
つ
い
て
、
日
本
側
は
、
こ
れ
は
合
同
委
員
会
で
対
処
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
好
意
的
か
つ
迅
速
に
対

応
す
る
意
思
が
あ
る
旨
が
表
明
さ
れ
た
。
日
本
側
の
応
答
に
若
干
の
字
句
の
修
正
が
施
さ
れ
、
分
科
会
は
、
同
項
を
正
式
会
談
に
提
案
し
、

承
認
を
求
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
項
は
、
米
側
議
事
録
案
第
二
項
（
奄
美
群
島
の
領
空
飛
行
の
自
由
）
と
同
案
第
三
項
（
奄
美
群
島
の
領
水
の
利
用
）
と
を
統
合
し
た
も

の
で
あ
る
。
海
域
を
利
用
す
る
に
あ
た
り
、
米
海
軍
の
巡
回
活
動
が
、
合
同
委
員
会
で
の
協
議
を
必
要
と
す
る
作
戦
あ
る
い
は
訓
練
と
な

ら
な
い
限
り
、
日
本
側
は
異
議
を
述
べ
な
い
と
し
た
。
分
科
会
は
、
同
項
を
正
式
会
談
に
付
託
し
、
承
認
を
求
め
る
こ
と
と
し
た
。

第
三
項
は
米
側
議
事
録
案
第
四
項
（
追
加
用
地
の
視
察
）
に
つ
い
て
で
あ
り
、
日
本
側
は
、
行
政
協
定
下
で
、
用
地
の
視
察
は
、
つ
ね
に

合
同
委
員
会
に
付
託
し
、
土
地
所
有
者
の
同
意
を
得
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
事
前
の
承
認
な
し
で
行
わ
れ
た
視
察
に
よ
り
、
私
有

財
産
に
損
害
を
与
え
、
行
政
協
定
第
一
八
条
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
損
害
を
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
事
態
を
日
本
政
府

は
懸
念
し
て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
日
本
側
は
、
ア
メ
リ
カ
側
が
要
請
す
る
視
察
に
許
可
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
、
全
権
を
有
す
る
名

瀬
の
現
地
代
表
を
指
名
す
る
と
の
案
を
合
同
委
員
会
に
提
示
す
る
考
え
を
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
地
の
米
軍
当
局
は
、
名
瀬
の
代
表

に
直
接
か
け
あ
え
ば
よ
く
、
東
京
の
合
同
委
員
会
に
諮
る
必
要
は
な
く
な
る
。
日
本
側
は
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
こ
の
代
表
に
つ
い
て
の
質

問
を
受
け
、
合
同
委
員
会
は
か
か
る
代
表
を
指
名
す
る
こ
と
に
自
信
が
あ
る
と
答
え
て
い
る
。
分
科
会
は
、
同
項
を
正
式
会
談
に
付
託
す

る
こ
と
と
し
た
。

第
四
項
は
米
側
議
事
録
案
第
五
項
（
電
波
妨
害
施
設
等
の
除
去
）
に
つ
い
て
で
あ
り
、
日
本
側
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
主
張
に
同
意
し
た
。

た
だ
、
行
政
協
定
に
よ
れ
ば
、
軍
事
施
設
外
で
の
警
察
活
動
は
、
日
本
当
局
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
側
の
字

一
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句
に
は
法
的
に
同
意
で
き
な
い
が
、
日
本
側
と
し
て
は
最
善
の
妥
協
案
と
し
て
こ
の
案
を
提
示
し
た
と
説
明
し
た
。
行
政
協
定
下
で
は
、

た
と
え
日
本
へ
の
敵
対
行
為
が
あ
る
場
合
も
、
日
米
両
政
府
は
協
議
し
た
う
え
で
、
共
同
防
衛
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
な
っ
て
い

た
か
ら
だ
（
行
政
協
定
第
二
四
条
）。
分
科
会
は
、
本
件
を
正
式
会
談
に
付
託
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。

翌
一
二
月
二
日
、
第
三
回
正
式
会
談
が
開
催
さ
れ
た
。
た
だ
、
会
議
が
立
て
続
け
に
開
か
れ
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
側
は
検
討
の
た
め
の

時
間
を
要
す
る
と
し
て
、
次
回
の
第
四
回
正
式
会
談
は
、
一
二
月
七
日
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
日
本
側
が
こ
れ
ま
で
の

議
論
を
踏
ま
え
、
妥
協
案
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
り
、
一
二
月
三
日
、
同
案
は
ア
メ
リ
カ
側
に
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
公
文
案N

otes

（D
raft

）、
公
式
合
意
議
事
録
案D

raft A
greed O

ffi  cial M
inutes

、
議
事
録
案
（
合
同
委
員
会
）D

raft M
inutes

（T
he Joint 

C
om
m
ittee

） 

と
い
う
三
つ
の
文
書
か
ら
な
っ
て
い
た
。

奄
美
返
還
協
定
の
締
結

一
二
月
初
め
ま
で
の
奄
美
返
還
交
渉
の
経
緯
を
た
ど
っ
て
き
た
。
奄
美
返
還
は
、
最
終
的
に
は
、
国
会
の
承
認
が
必
要
な
返
還
協
定
で

実
施
さ
れ
た
。
協
定
に
い
た
る
ま
で
の
交
渉
記
録
は
、
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
い
く
つ
か
紹
介
し
て

お
き
た
い
（
23
）

。
一
二
月
一
二
日
付
の
在
京
米
大
使
館
か
ら
本
省
宛
の
電
報
に
は
、
一
二
月
三
日
に
提
示
さ
れ
た
妥
協
案
は
、「
米
側
提
案
の

形
式
と
は
異
な
る
が
、
国
務
省
公
電
第
一
二
一
二
号
に
記
さ
れ
た
当
方
の
基
本
的
立
場
は
実
質
的
に
確
保
さ
れ
た
、
と
考
え
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
条
項
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。」
と
あ
る
（
24
）

。
こ
の
時
点
で
、
日
米
間
で
の
実
質
的
な
交
渉
は
ほ
ぼ
終
了

し
、
あ
と
は
、
本
省
か
ら
の
承
認
待
ち
の
状
態
に
あ
っ
た
。

一
二
月
一
六
日
に
い
た
り
、
奄
美
群
島
の
返
還
に
関
す
る
取
極
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
現
地
通
貨
Ｂ
円
を
回
収
後
、
ア
メ
リ
カ
側
に
無

一
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償
で
引
渡
す
こ
と
に
関
連
し
て
、
取
極
全
体
を
協
定
の
形
式
と
し
、
国
会
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
、
復
帰
の
期
日
を
一
二
月
二
五
日
と
す

る
こ
と
で
交
渉
当
事
者
間
に
意
見
の
一
致
を
み
た
（
25
）

。
同
日
、
下
田
条
約
局
長
は
、
中
川
ア
ジ
ア
局
長
と
と
も
に
、
在
京
米
大
使
館
に
、

バ
ー
ガ
ー
理
事
官
及
び
バ
ッ
シ
ン
法
務
官
を
往
訪
し
、
協
定
案
を
提
示
し
た
。
バ
ッ
シ
ン
は
、
協
定
の
内
容
が
交
換
公
文
と
同
じ
で
あ
れ

ば
、
ア
メ
リ
カ
側
で
は
上
院
に
諮
ら
な
い
の
は
当
然
と
し
て
、
国
務
省
に
請
訓
の
必
要
す
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
ち
に
協
定
案
を

検
討
し
、
翌
一
七
日
、
起
草
委
員
会
を
開
き
、
文
言
を
確
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
26
）

。
一
七
日
に
は
、
交
換
公
文
、
公
式
合
意
議
事
録
、

「
奄
美
群
島
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
」
が
作
成
さ
れ
る
。

最
終
文
書
を
承
認
す
る
国
務
省
の
訓
令
は
、
一
二
月
二
三
日
午
後
五
時
に
発
せ
ら
れ
（
日
本
時
間
一
二
月
二
四
日
午
前
七
時
）、
協
定
の
文

言
は
、
二
四
日
午
前
中
に
開
か
れ
た
代
表
者
会
談
で
、
最
終
調
整
が
行
わ
れ
、
確
定
し
た
（
27
）

。
同
協
定
案
は
、
同
日
午
後
五
時
過
ぎ
に
国
会

の
承
認
を
得
、
午
後
七
時
、
岡
崎
外
務
大
臣
と
ア
リ
ソ
ン
駐
日
大
使
と
の
間
で
協
定
の
調
印
を
終
え
た
。
奄
美
群
島
は
、
日
付
が
か
わ
っ

た
二
五
日
午
前
零
時
を
期
し
て
、
日
本
に
返
還
さ
れ
た
（
28
）

。

四
．
不
公
表
文
書
の
意
味

岡
崎
・
ア
リ
ソ
ン
交
換
公
文
に
は
、
奄
美
群
島
は
、
本
土
及
び
沖
縄
の
米
軍
基
地
に
近
接
し
て
い
る
た
め
、
極
東
の
防
衛
及
び
安
全
と

特
異
の
関
係
を
有
す
る
と
あ
る
。
岡
崎
外
務
大
臣
は
、
国
会
で
、
こ
の
特
異
の
関
係
に
は
別
段
の
意
味
は
な
い
と
答
弁
し
て
い
る
。
本
当

に
別
段
の
意
味
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
不
公
表
文
書
は
な
ぜ
存
在
し
、
そ
の
意
味
は
何
か
、
密
約
は
な
か
っ
た
の
か
を
検
証
し
た

い
。

一
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不
公
表
文
書

最
終
的
に
、
不
公
表
文
書
は
二
通
作
成
さ
れ
た
。
ひ
と
つ
が
交
渉
に
関
す
る
公
式
合
意
議
事
録
（
交
渉
議
事
録
）、
他
は
日
米
合
同
委
員

会
議
事
録
で
あ
る
。
一
一
月
二
四
日
、
ア
メ
リ
カ
側
が
提
示
し
た
議
事
録
案
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
お
お
き
く
三
つ
に
整
理
さ
れ
た
。

ひ
と
つ
は
、
行
政
協
定
第
二
条
・
第
三
条
に
関
連
す
る
事
項
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
米
側
議
事
録
案
で
は
第
一
項
か
ら
第
五
項
に
あ
た
り
、

日
本
側
の
提
案
に
よ
り
、
合
同
委
員
会
議
事
録
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
二
つ
目
は
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
日
本
の
防
衛
計
画
に
関
す
る
米
側

議
事
録
案
第
六
項
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
本
来
、
日
本
の
内
政
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
奄
美
返
還
に
も
関
連
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

公
式
合
意
議
事
録
の
一
部
と
な
っ
た
。
三
つ
目
は
、
米
側
議
事
録
案
第
七
項
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
明
で
あ
る
が
、
奄
美
返
還
協
定
第
七
条

で
確
認
さ
れ
た
。
表
1
は
、
米
側
提
示
の
公
式
議
事
録
案
が
、
奄
美
返
還
協
定
及
び
関
連
文
書
の
な
か
に
、
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
の
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
公
式
合
意
議
事
録
及
び
合
同
委
員
会
議
事
録
の
順
に
検
討
す
る
。
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表 1　米側公式議事録案と最終文書の比較

米側公式議事録案（1953年11月24日） 最終文書（1953年12月24日）

追
加
の
施
設
区
域

　 1．行政協定第二条第一項は、奄美
群島が日米双方の防衛及び安全にとり
特異の関係を有するため、奄美群島に
おける追加の施設及び区域（航空支
援、装置、及び航空管制のための用
地、並びに、ラジオ及びレーダーが十
分に届くのを確保するのに必要な用地
が含まれる。）がアメリカ合衆国に許
与される必要があると認められるもの
と了解される。

合同委員会議事録（不公表）
　 1．合衆国代表「行政協定第二条第一項は、奄美群島が日
本国及びアメリカ合衆国双方の防衛及び安全と特異の関係を
有することとなり、同群島における追加の施設及び区域（航
行標識、装置、及び航空管制のための用地、並びに、ラジオ
及びレーダーの完全な探知範囲を確保するのに必要な航空管
制及び航空警戒管制用地が含まれる。）の緊急な提供が要求
されることがある旨を認めているものと了解される。」
　日本国代表「両国の防衛及び安全のために奄美群島が有す
る重要性にかんがみ、日本国政府は、かかる要請が明確かつ
個別に施設小委員会を通じて行われたときには、できる限り
迅速かつ好意的に配慮する。」

領
空
・
領
水
の
拡
大

　 2．行政協定第二条第一項は、空間
の自由（freedom of space）の範囲を、
奄美群島及びその領水上のすべての地
域に拡大しうるものと了解される。

合同委員会議事録（不公表）
　 2．合衆国代表「安保条約の遂行に関連し、合衆国軍は、
奄美群島及びその領水の上空を飛行する自由並びに同群島の
領水を利用する自由を与えられるものと了解する。」
　日本国代表「日本国政府は、この了解を確認し、かつ、行
政協定の下におけるこれらの問題についての慣行に従ってこ
の自由を許与する。」

　 3．行政協定第二条は、アメリカ合
衆国は安全保障条約の実施に関し、奄
美群島のすべての領水を利用すること
が許与されるものと了解される。

追
加
用
地
の
視
察

　 4．行政協定第二条は、今後、必要
となりうる追加の施設の候補地の選択
に関し、アメリカ合衆国の当局者に
は、日本国政府に通告の上、奄美群島
における用地の視察を行うことが許与
されるものと了解される。

合同委員会議事録（不公表）
　 3．合衆国代表「アメリカ合衆国要員は、将来要求される
ことのある追加の施設のための区域選定に関連して奄美群島
において予備的視察をすみやかに行うことができることが望
ましい。」
　日本国代表「日本国政府は、合衆国の要望にこたえうるよ
うな機構の設置に関し、施設小委員会における協議に入る用
意がある。」

電
波
妨
害
施
設
等
の
除
去

　 5．行政協定第二条及び第三条は、
米軍及び軍事施設の効果的な活動を阻
害するごとき電波妨害施設等の敵対的
又は有害な装置を除去し又は破壊する
ために、アメリカ合衆国の軍隊が奄美
群島の領域、領空及び領水に入ること
を許与されるものと了解される。

合同委員会議事録（不公表）
　 4．両国代表「行政協定の関連規定に従って、日本国当局
は、自ら又は合衆国軍の要請に基づき、合衆国軍及びその設
備の安全及び保護を阻害するごとき敵対的又は有害な装置
（例えば、電波妨害施設）を除去し又は破壊するために、奄
美群島地域において迅速かつ適切な措置を執る。アメリカ合
衆国は、日本国の関係当局の要請に基づき、前記のことを達
成するために必要とされる援助を与える。」

日
本
の
防
衛
計
画

　 6．行政協定第三条第一項は、日本
国が、奄美群島における飛行場を含め
た防衛施設の設置について計画する場
合には、合衆国と日本国との間で協議
が行われるものと了解される。

公式合意議事録（不公表）
　 1．奄美群島が日米両国の防衛及び安全と特異の関係を有
することにかんがみ、日米安全保障条約の精神にのっとり、
同群島における防衛施設の設置（飛行場を含む）に関する日
本側の将来の計画について、合衆国は、あらかじめ十分に通
報されることが日本国政府の意思である。

吉
田
・
ア
チ
ソ
ン
交
換
公
文

　 7．一九五一年九月八日付けのアメ
リカ合衆国国務長官と日本国総理大臣
との交換公文は、奄美大島群島に適用
されることが了解される。

奄美返還協定第 7条
　日本国が当事国である条約及びその他の国際協定（千九百
五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本
国との平和条約、同日に署名された日本国とアメリカ合衆国
との間の安全保障条約及びこれに基く改正された行政協定、
同日に日本国総理大臣とアメリカ合衆国国務長官との間で交
換された公文並びに千九百五十三年四月二日に東京で署名さ
れた日本国とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約を含
む。）は、この協定の効力発生の日から奄美群島について適
用されるものとする。

（出典）　米側公式議事録案及び最終文書より筆者作成。
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公
式
合
意
議
事
録
（
交
渉
議
事
録
）

奄
美
返
還
協
定
の
公
式
合
意
議
事
録
は
四
つ
の
項
目
か
ら
な
っ
て
い
る
（
29
）

。
第
一
項
に
は
「
特
異
の
関
係
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
二
項

は
、
奄
美
群
島
に
あ
る
琉
球
銀
行
の
五
つ
の
支
店
と
鹿
児
島
銀
行
と
の
間
の
業
務
移
転
に
関
す
る
了
解
で
あ
る
。
第
三
項
は
、
琉
球
政
府

が
沖
縄
で
保
管
し
て
い
る
文
書
を
日
本
政
府
に
引
き
渡
す
と
の
了
解
で
あ
る
。
第
四
項
に
は
、
奄
美
返
還
協
定
第
三
条
第
六
項
に
あ
る
返

還
時
の
主
要
な
債
権
・
債
務
が
記
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
関
連
す
る
の
は
第
一
項
で
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

1
．
奄
美
群
島
が
日
米
両
国
の
防
衛
及
び
安
全
と
特
異
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
精
神
に

の
っ
と
り
、
同
群
島
に
お
け
る
防
衛
施
設
の
設
置
（
飛
行
場
を
含
む
）
に
関
す
る
日
本
側
の
将
来
の
計
画
に
つ
い
て
、
合
衆
国
は
、

あ
ら
か
じ
め
十
分
に
通
報
さ
れ
る
こ
と
が
日
本
国
政
府
の
意
思
で
あ
る
。

公
式
合
意
議
事
録
第
一
項
で
は
、
日
米
の
防
衛
及
び
安
全
に
と
っ
て
、
奄
美
群
島
が
「
特
異
の
関
係
」
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
岡

崎
・
ア
リ
ソ
ン
交
換
公
文
で
は
、
奄
美
群
島
は
極
東
の
防
衛
及
び
安
全
と
「
特
異
の
関
係
」
を
有
す
る
と
あ
っ
た
。
こ
の
違
い
だ
け
に

よ
っ
て
、
前
者
が
不
公
表
、
後
者
が
公
表
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
岡
崎
・
ア
リ
ソ
ン
交
換
公
文
で
は
、
奄
美
群
島
が

有
す
る
「
特
異
の
関
係
」
の
意
味
合
い
を
薄
め
る
た
め
か
、
極
東
の
防
衛
及
び
安
全
と
い
う
よ
り
広
い
範
囲
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

米
側
議
事
録
案
第
六
項
に
、「
行
政
協
定
第
三
条
第
一
項
は
、
日
本
が
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
飛
行
場
を
含
め
た
防
衛
施
設
の
設
置
に

つ
い
て
計
画
す
る
場
合
に
は
、
合
衆
国
と
日
本
と
の
間
で
協
議
が
行
わ
れ
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。」
と
あ
り
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
日

本
の
防
衛
計
画
は
、
ア
メ
リ
カ
側
と
の
協
議
事
項
と
な
っ
て
い
た
。
交
渉
過
程
を
振
り
返
る
と
、
こ
の
「
協
議
」
と
は
、
軽
い
意
味
で
は

一
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な
く
、
ア
メ
リ
カ
側
の
同
意
あ
る
い
は
承
認
ま
で
も
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
防
衛
計
画
は
、
そ
れ
自
体
、
内
政
の
事
柄
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
米
側
原
案
に
は
内
政
に
干
渉
す
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
奄
美
群
島
の
「
特
異
の
関
係
」
が
表
れ
て
い
る
。

当
時
、
日
本
の
防
衛
計
画
を
ア
メ
リ
カ
側
と
公
式
に
協
議
す
る
こ
と
な
ど
、
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
。

公
式
合
意
議
事
録
第
一
項
の
文
面
は
、
奄
美
群
島
で
日
本
側
の
将
来
の
防
衛
計
画
が
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
側
に
通
報
さ
れ
る
と
ト
ー
ン

ダ
ウ
ン
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
を
不
公
表
と
す
る
よ
う
日
本
側
が
要
請
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
も
し
こ
の
文
書
が
、
当
時
、
公

表
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
文
書
が
策
定
さ
れ
た
の
か
、
情
報
提
供
と
は
い
か
な
る
意
味
か
、
政
府
は
野
党
側
か
ら
か
な
ら

ず
や
追
及
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
項
が
合
同
委
員
会
議
事
録
で
は
な
く
、
公
式
合
意
議
事
録
に
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
、
日

本
の
防
衛
計
画
と
い
う
米
軍
の
軍
事
権
と
は
異
質
の
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
は
、
一
九
六
〇
年
の
安
保
改
定
に
よ
っ
て
、
第
四
条
に
「
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
の
実
施
に
関
し
て
随
時
協
議
し
、
ま
た
、
日

本
国
の
安
全
又
は
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
に
対
す
る
脅
威
が
生
じ
た
と
き
は
い
つ
で
も
、
い
ず
れ
か
一
方
の
締
約
国
の
要

請
に
よ
り
協
議
す
る
。」
と
い
う
、
随
時
協
議
の
体
制
が
あ
ら
た
に
盛
り
込
ま
れ
た
。
安
保
改
定
と
同
時
に
設
置
さ
れ
た
の
が
、
日
米
安

全
保
障
協
議
委
員
会
で
あ
り
、
2
プ
ラ
ス
2
（
現
在
の
日
本
側
メ
ン
バ
ー
は
外
務
大
臣
と
防
衛
大
臣
、
ア
メ
リ
カ
側
は
国
務
長
官
と
国
防
長
官
で
あ

る
。）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
を
通
じ
、
日
本
の
防
衛
計
画
に
つ
い
て
の
情
報
も
ア
メ
リ
カ
側
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。

合
同
委
員
会
議
事
録
（
30
）

米
側
議
事
録
案
第
一
項
で
は
、
奄
美
群
島
に
お
け
る
追
加
の
施
設
・
区
域
は
ア
メ
リ
カ
側
に
許
与
さ
れ
る
と
な
っ
て
い
た
。
施
設
・
区

域
の
設
定
は
、
合
同
委
員
会
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
と
す
る
行
政
協
定
第
二
条
第
一
項
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
逸
脱
す
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、

一
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奄
美
群
島
の
「
特
異
の
関
係
」
に
鑑
み
、
行
政
協
定
に
よ
ら
ず
、
奄
美
群
島
で
は
施
設
・
区
域
を
自
由
に
設
定
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
合
同
委
員
会
議
事
録
第
一
項
は
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
、
日
本
側
は
、「
両
国
の
防
衛
及
び
安
全
の
た
め

に
奄
美
群
島
が
有
す
る
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
日
本
国
政
府
は
、
か
か
る
要
請
が
明
確
か
つ
個
別
に
施
設
小
委
員
会
を
通
じ
て
行
わ
れ
た

と
き
に
は
、
で
き
る
限
り
迅
速
か
つ
好
意
的
に
配
慮
す
る
。」
と
応
じ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
、
三
つ
の
歯
止
め
が
か
け
ら
れ

た
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
こ
う
し
た
要
請
が
あ
れ
ば
、
行
政
協
定
下
の
施
設
小
委
員
会
で
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
は
、「
明
確
か
つ
個
別
に
」
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
釘
を
刺
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要

請
に
「
迅
速
か
つ
好
意
的
に
配
慮
す
る
」
と
あ
り
、
最
終
的
な
決
定
権
は
、「
配
慮
」
す
る
日
本
側
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
本

側
は
、
追
加
の
施
設
・
区
域
の
問
題
は
行
政
協
定
の
枠
組
み
で
対
処
す
る
、
と
の
姿
勢
を
貫
い
た
。

米
側
議
事
録
案
第
二
項
と
第
三
項
は
、
奄
美
群
島
を
め
ぐ
る
領
空
・
領
水
の
飛
行
・
航
行
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
合
同
委
員
会
議
事

録
で
は
第
二
項
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
行
政
協
定
第
三
条
第
一
項
に
よ
っ
て
、
米
軍
は
施
設
・
区
域
に
限
ら
ず
、
領
水
・
空
間
等
も
利

用
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
奄
美
群
島
が
本
土
に
復
帰
す
れ
ば
、
安
保
条
約
・
行
政
協
定
も
適
用
さ
れ
る
の
で
、
同
項
は
当
然
の
こ

と
を
念
の
為
に
規
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

米
側
議
事
録
案
第
四
項
は
、
奄
美
群
島
に
お
い
て
追
加
の
施
設
・
区
域
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
側
は
そ
の
視
察
を
行
え
る

と
し
て
い
た
。
第
一
項
の
追
加
の
施
設
・
区
域
に
く
わ
え
、
そ
の
用
地
の
視
察
も
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
合
同
委
員
会
議
事
録
第
三

項
に
お
け
る
日
本
側
の
応
答
は
、
第
一
項
同
様
、
施
設
小
委
員
会
を
通
じ
て
行
う
と
い
う
枠
が
ま
ず
は
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
日
本
側

と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
迅
速
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
機
構
」（m

achine

）
を
設
け
る
用
意
が
あ
る
と
こ
た
え
て
い
る
。
こ
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の
「
機
構
」
と
は
、
交
渉
過
程
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
東
京
の
合
同
委
員
会
に
諮
っ
て
い
た
の
で
は
、
迅
速
な
対
応
が
で
き
な
い
の
で
、

当
時
の
名
瀬
に
、
日
本
側
現
地
代
表
を
常
駐
さ
せ
、
対
応
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
奄
美
群
島
の
軍
事
的
重
要
性
が
、
復
帰
後
、

と
く
に
高
ま
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
「
機
構
」
が
現
実
に
活
用
さ
れ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

合
同
委
員
会
議
事
録
第
一
項
か
ら
第
三
項
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
、
そ
れ
に
対
す
る
日
本
側
の
応
答
と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
の
に

対
し
、
同
第
四
項
は
、
明
確
に
「
合
意
」
の
形
式
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
第
四
項
の
み
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形
式
と
な
っ
た
の
か
、
興
味
深

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

合
意
内
容
は
、「
行
政
協
定
の
関
連
規
定
に
従
っ
て
、
日
本
国
当
局
は
、
自
ら
又
は
合
衆
国
軍
の
要
請
に
基
づ
き
、
合
衆
国
軍
及
び
そ

の
設
備
の
安
全
及
び
保
護
を
阻
害
す
る
ご
と
き
敵
対
的
又
は
有
害
な
装
置
（
例
え
ば
、
電
波
防
害
施
設
）
を
除
去
し
又
は
破
壊
す
る
た
め
に
、

奄
美
群
島
地
域
に
お
い
て
迅
速
か
つ
適
切
な
措
置
を
執
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
日
本
国
の
関
係
当
局
の
要
請
に
基
づ
き
、
前
述
の
こ

と
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
援
助
を
与
え
る
。」
と
あ
る
。

行
政
協
定
第
三
条
第
一
項
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
側
に
は
、
施
設
・
区
域
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
近
傍
に
お
け
る
防
衛
・
管
理
権
も
与

え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
、
施
設
及
び
区
域
へ
の
出
入
の
便
を
図
る
場
合
で
あ
る
。
奄
美
群
島
に
米
軍
に
対
す
る
電
波
妨
害
施
設

等
が
あ
る
と
判
明
し
た
場
合
、
合
同
委
員
会
議
事
録
第
四
項
に
よ
っ
て
、
日
本
側
に
は
、
そ
れ
を
除
去
・
破
壊
す
る
た
め
、
迅
速
か
つ
適

切
な
措
置
を
と
る
義
務
が
課
さ
れ
た
。

分
析

公
式
合
意
議
事
録
（
交
渉
議
事
録
）
が
、
な
ぜ
不
公
表
と
さ
れ
た
の
か
は
す
で
に
述
べ
た
。
最
後
に
、
合
同
委
員
会
議
事
録
が
、
不
公
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表
と
な
っ
た
理
由
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

合
同
委
員
会
議
事
録
の
第
一
項
か
ら
第
三
項
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
、
日
本
側
の
応
答
と
い
う
形
式
と

な
っ
て
い
る
。
米
側
議
事
録
案
で
は
、
行
政
協
定
の
規
定
を
無
視
し
、
ま
た
合
同
委
員
会
に
諮
る
こ
と
な
く
、
ア
メ
リ
カ
側
が
奄
美
群
島

に
お
け
る
追
加
の
施
設
・
区
域
を
設
定
し
、
あ
る
い
は
、
追
加
用
地
の
視
察
も
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
、
日
本

側
の
応
答
で
は
、「
施
設
小
委
員
会
を
通
じ
」、「
慣
行
に
従
っ
て
」
等
の
字
句
が
付
け
加
え
ら
れ
、
全
体
と
し
て
、
施
設
・
区
域
に
関
し

て
は
、
合
同
委
員
会
を
通
じ
、
取
り
決
め
ら
れ
る
と
い
う
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
が
公
に
な
れ
ば
、
奄
美
群

島
で
は
、
米
軍
は
行
政
協
定
を
な
い
が
し
ろ
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
批
判
が
噴
出
す
る
の
は
必
至
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
が
、
こ
れ

ら
の
条
項
の
存
在
が
不
公
表
と
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
。

残
る
は
、
合
意
の
形
を
と
っ
た
合
同
委
員
会
議
事
録
第
四
項
で
あ
る
。
米
軍
に
対
す
る
電
波
妨
害
施
設
等
が
奄
美
群
島
に
あ
れ
ば
、
日

本
側
は
そ
れ
を
除
去
ま
た
は
破
壊
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
米
軍
は
そ
の
施
設
・
区
域
外
の
電
波
妨
害
施
設
等
に
直
接
対
処
で
き
な
い

の
で
、
日
本
側
が
対
処
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
電
波
妨
害
施
設
等
に
関
連
す
る
行
政
協
定
の
規
定
と
し
て
、
第
三
条
第
二
項
第
二
文
に
、「
合
衆
国
が
使
用
す
る
電
波
放
射
の
装

置
が
用
い
る
周
波
数
、
電
力
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
事
項
に
関
す
る
す
べ
て
の
問
題
は
、
相
互
の
取
極
に
よ
り
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」
と
あ
る
。
そ
の
取
極
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、「
周
波
数
の
分
配
及
び
妨
害
除
去
」（
一
九
五
二
年
六
月
）
と
題
す
る
合
同
委

員
会
合
意
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
、「（
14
）
電
波
監
視
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
合
意
さ
れ
て
い
る
（
31
）

。

（
イ
）
米
軍
側
が
不
明
な
根
源
か
ら
の
電
波
に
よ
り
混
信
を
受
け
た
場
合
、
そ
れ
を
日
本
側
に
通
報
し
、
日
本
側
は
そ
の
電
波
を

一
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監
視
す
る
こ
と
。
監
視
の
結
果
は
混
信
除
去
の
た
め
混
信
を
与
え
た
方
の
局
を
管
理
す
る
機
関
に
送
付
す
る
こ
と
。
右
の
混
信
が
日

本
国
外
か
ら
来
る
電
波
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
監
視
の
結
果
を
米
軍
側
に
送
付
し
、
米
軍
側
が
そ
の
混
信
除
去
の
処
置
を
と
る
こ

と
。（

ロ
）
米
軍
側
が
日
本
国
内
の
不
法
電
波
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
覚
知
し
た
場
合
は
、
そ
れ
を
日
本
側
に
通
知
す
る
こ
と
。
日
本

側
が
監
視
し
た
結
果
、
そ
れ
が
米
軍
所
属
の
も
の
で
あ
る
と
判
明
し
た
時
は
、
そ
れ
を
米
軍
側
に
通
報
し
、
米
軍
側
が
そ
の
不
法
運

用
を
除
去
す
る
こ
と
。

（
ハ
）
日
本
側
は
、
監
視
の
結
果
を
、
要
請
が
あ
れ
ば
、
米
軍
側
に
送
付
す
る
こ
と
。

（
ニ
）
前
記
（
イ
）、（
ロ
）
及
び
（
ハ
）
の
監
視
に
関
す
る
情
報
交
換
は
、
郵
政
省
電
波
管
理
局
と
駐
日
合
衆
国
軍
司
令
部
Ｊ
6
部

周
波
数
分
配
課
と
の
間
で
行
う
こ
と
。

こ
の
う
ち
、
合
同
委
員
会
議
事
録
第
四
項
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
（
ロ
）
で
あ
る
。
た
だ
、
米
軍
側
が
日
本
国
内
の
不
法
電
波

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
覚
知
し
た
と
き
、
そ
の
電
波
が
米
軍
所
属
の
も
の
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
の
対
処
法
は

こ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

一
九
六
〇
年
の
行
政
協
定
改
定
に
よ
る
日
米
地
位
協
定
第
三
条
第
二
項
第
三
文
は
、「
日
本
国
政
府
は
、
合
衆
国
軍
隊
が
必
要
と
す
る

電
気
通
信
用
電
子
装
置
に
対
す
る
妨
害
を
防
止
し
又
は
除
去
す
る
た
め
の
す
べ
て
の
合
理
的
な
措
置
を
関
係
法
令
の
範
囲
内
で
執
る
も
の

と
す
る
。」
と
あ
り
、
日
本
政
府
は
、
法
令
の
範
囲
内
で
、
米
軍
の
電
子
装
置
へ
の
妨
害
を
防
止
・
除
去
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ

の
規
定
は
、
行
政
協
定
の
改
定
に
よ
っ
て
あ
ら
た
に
追
加
さ
れ
た
条
項
で
あ
る
。

一
九
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こ
の
規
定
に
つ
い
て
、
外
務
省
機
密
文
書
で
あ
る
「
日
米
地
位
協
定
の
考
え
方
・
増
補
版
」
に
よ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

こ
こ
で
の
問
題
は
、
米
側
か
ら
電
波
障
害
除
去
の
た
め
、
米
軍
通
信
施
設
周
辺
の
私
人
の
建
築
制
限
を
求
め
ら
れ
た
場
合
日
本
側
と

し
て
い
か
な
る
措
置
が
と
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
電
波
法
は
、
米
軍
の
使
用
す
る
通
信
施
設
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
排
除
さ

れ
て
い
る
（
特
例
法
参
照
）
た
め
、
電
波
法
に
定
め
る
電
波
障
害
除
去
措
置
は
と
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の

措
置
の
た
め
の
特
別
立
法
は
な
い
の
で
、
民
法
に
よ
り
個
々
の
関
係
私
人
に
当
た
り
問
題
を
解
決
（
高
層
建
築
を
し
な
い
と
い
う
不
作

為
義
務
の
設
定
、
買
収
等
）
す
る
よ
り
方
法
は
な
い
（
32
）

。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
、
電
波
障
害
と
な
る
高
層
建
築
の
建
設
の
場
合
で
あ
り
、
合
同
委
員
会
議
事
録
第
四
項
が
想
定
す
る

事
例
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
え
る
。
同
項
で
は
、
敵
対
的
な
装
置
も
想
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
行
政
協
定
の
改
定
に
よ
り
、
は
じ
め
て

こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
が
、
電
波
障
害
除
去
措
置
で
す
ら
国
内
法
で
は
か
な
ら
ず
し
も
有
効
な
も
の
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
奄
美
群
島
が
有
す
る
特
異
の
関
係
に
「
特
に
別
段
の
意
味
は
な
い
」
と
す
る
岡
崎
大
臣
の
言
に
反
し
、
奄
美
群
島

に
米
軍
へ
の
電
波
妨
害
施
設
等
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
除
去
ま
た
は
破
壊
す
る
義
務
を
日
本
政
府
は
合
同
委
員
会
議
事
録
第
四
項
に
よ
り

負
っ
た
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
「
特
異
の
関
係
」
の
中
身
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
同
項
は
密
約
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
第
四
項
だ
け
が
「
合
意
」
の
形
式
と
な
っ
た
理
由
は
、
交
渉
過
程
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
に
日
本
側
が

理
解
を
示
し
て
お
り
、「
行
政
協
定
の
関
連
規
定
に
従
っ
て
」
と
い
う
文
言
は
あ
る
も
の
の
、
行
政
協
定
第
二
条
・
第
三
条
で
は
律
し
き

れ
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
、
と
日
本
側
が
判
断
し
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

二
〇
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合
同
委
員
会
に
お
け
る
合
意
が
密
約
の
温
床
に
な
っ
て
い
る
点
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
例
は
、
な
か
な
か

表
面
に
出
て
こ
な
い
。
先
に
紹
介
し
た
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
密
約
は
、
外
務
省
だ
け
で
な
く
、
法
務
省
も
関
連
し
て
い
た
た
め
、
き
わ

め
て
手
の
込
ん
だ
方
法
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
と
比
較
し
、
こ
の
電
波
妨
害
施
設
除
去
密
約
は
、
外
務
省
内
だ
け
に
秘
匿
さ
れ
る
密
約
と

し
て
、
明
確
な
合
意
の
形
式
が
と
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
例
の
解
明
に
よ
っ
て
、
日
米
密
約
構
造
の
一
端
が
さ
ら
に
明
ら
か
と

な
っ
た
。

（
1
） 

「（
仮
訳
）
奄
美
群
島
返
還
に
関
す
る
ダ
レ
ス
米
国
国
務
長
官
の
声
明
」『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
一
巻
）』

（A
'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
2
） 

本
稿
で
引
用
す
る
交
換
公
文
・
協
定
等
は
、
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
る
。

（
3
） 

本
稿
で
は
、
議
事
録
と
い
う
用
語
が
頻
出
す
る
。
本
稿
で
登
場
す
る
議
事
録
に
は
二
種
類
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
奄
美
返
還
協
定
交
渉
に
お
い
て

到
達
し
た
了
解
事
項
の
記
録
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
が
最
初
に
提
示
し
た
公
式
議
事
録
案
や
、
最
終
的
な
公
式
合
意
議
事
録
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
も

う
ひ
と
つ
は
、
日
米
合
同
委
員
会
の
議
事
録
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
奄
美
返
還
に
関
連
し
て
い
る
も
の
の
、
合
同
委
員
会
の
所
管
事
項
と
し
て
合
意

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
4
） 

奄
美
返
還
に
つ
い
て
も
っ
と
も
詳
細
な
研
究
は
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
奄
美
返
還
と
日
米
関
係
│
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
奄
美
・
沖

縄
占
領
と
ア
ジ
ア
戦
略
』
南
方
新
社
、
二
〇
〇
三
年
で
あ
る
。
な
お
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
氏
は
、
筆
者
か
ら
の
資
料
の
問
い
合
わ
せ
に
、
お
忙
し
い
中
、

懇
切
に
対
応
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
そ
の
ほ
か
、
杉
山
茂
雄
「「
奄
美
方
式
」
と
沖
縄
・
小
笠
原
の
返

還
」『
法
律
時
報
』
第
四
〇
巻
第
一
号
、
一
九
六
八
年
一
月
、
二
四
│
二
九
頁
、
梶
浦
篤
「
奄
美
諸
島
返
還
を
め
ぐ
る
米
国
の
対
日
・
対
ソ
戦
略
」

『
国
際
政
治
』
第
一
〇
五
号
、
一
九
九
四
年
一
月
、
一
一
二
│
一
二
六
頁
を
参
照
。
奄
美
復
帰
全
般
に
つ
い
て
は
、
村
山
家
國
『
新
訂　

奄
美
復
帰

史
』
南
海
日
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
年
、
永
田
浩
三
『
奄
美
の
奇
跡
│
「
祖
国
復
帰
」
若
者
た
ち
の
無
血
革
命
』
Ｗ
Ａ
Ｖ
Ｅ
出
版
、
二
〇
一
五
年
を

二
〇
一



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
六
〇
）

参
照
。

（
5
） 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
信
夫
隆
司
「
在
日
米
軍
の
刑
事
裁
判
権
放
棄
に
係
る
日
米
密
約
の
原
型
」『
法
学
紀
要
』
第
五
七
巻
、
二
〇
一
六
年
三
月
、

一
三
三
│
一
八
二
頁
を
参
照
。

（
6
） 
「
第
十
九
回
国
会　

参
議
院
会
議
録
第
二
号
」
官
報
号
外
、
一
九
五
三
年
一
二
月
二
四
日
、
一
五
│
一
六
頁
。

（
7
） 

『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係　

第
一
巻
〜
第
六
巻
』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
8
） 

和
田
記
「
奄
美
大
島
返
還
に
関
す
る
件
」、
一
九
五
三
年
九
月
一
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
一
巻
）』

（A
'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
9
） 

“T
elegram

 F
rom
 the D

epartm
ent of S

tate to the E
m
bassy in Japan, N

o. 1212, N
ovem

ber 20, 1953”

（S
ecret

）, R
G
59 

D
ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
. 

な
お
、
以
下
に
引
用
す
る
米
側
文
書
は
、
す
べ
て
カ
レ
ッ
ジ

パ
ー
ク
の
米
国
立
公
文
書
館
所
蔵
で
あ
る
の
で
、
こ
の
点
の
記
述
は
省
略
す
る
。

（
10
） 

ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
の
返
還
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
一
一
月
二
四
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米

返
還
協
定
関
係
（
第
一
巻
）』（A
'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
11
） 

ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
の
返
還
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
一
一
月
二
四
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米

返
還
協
定
関
係
（
第
一
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
、
外
務
省
ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
返
還
経
緯
」（
部
外
秘
）、
一
九
五
四
年
一
月
、

『
南
西
諸
島
帰
属
問
題
』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
を
参
照
し
て
い
る
。

（
12
） 

本
文
で
は
取
り
上
げ
て
い
な
い
が
、
こ
の
公
文
案
の
後
段
は
、
最
後
ま
で
日
米
間
で
も
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、「
平
和
及
び

安
全
の
永
続
す
る
状
態
が
極
東
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
ま
で
」、
沖
縄
等
の
南
西
諸
島
を
期
限
の
定
め
な
し
に
支
配
す
る
こ
と
を
明
文
化
し
よ
う
と

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
側
は
、
沖
縄
等
の
住
民
の
本
土
復
帰
の
希
望
も
配
慮
し
、
こ
の
文
言
を
や
わ
ら
げ
る
提
案
を
行
っ
た
。
詳
し
く
は
、
中

川
記
「
奄
美
返
還
交
渉
に
関
す
る
件
」（
秘
）、
一
九
五
三
年
一
二
月
八
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』

（A
'-0146

）、
外
交
史
料
館
を
参
照
。
な
お
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
側
の
文
言
は
、
最
終
的
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 

ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
の
返
還
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
一
一
月
二
四
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米

二
〇
二



奄
美
返
還
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
三
六
一
）

返
還
協
定
関
係
（
第
一
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
14
） 

「
奄
美
群
島
返
還
経
緯
」
に
よ
る
と
、「
奄
美
群
島
返
還
に
関
す
る
日
米
間
の
折
衝
は
、
米
側
の
意
向
も
あ
り
、
交
渉negotiation

と
い
う
表

現
を
さ
け
、
取
極
に
関
す
る
打
合
せdiscussion for arrangem

ents

と
い
う
こ
と
」
に
な
っ
た
と
い
う
。
外
務
省
ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島

返
還
経
緯
」（
部
外
秘
）、
一
九
五
四
年
一
月
、
三
六
頁
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題
』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。
た
だ
、
米
側
文
書
で
も

negotiation
は
用
い
ら
れ
て
お
り
、
交
渉
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
15
） 

“U
.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i Islands, F

irst G
eneral M

eeting, N
ovem

ber 27, 1953, 

9:30 a.m
., M
inistry of F

oreign A
ff airs, T

okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 D

ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261.

（
16
） Ibid.

（
17
） 

ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
返
還
に
関
す
る
件
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
一
一
月
二
七
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返

還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146
）、
外
交
史
料
館
。

（
18
） 

“U
.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i Islands, F

irst M
eeting of S

ub-C
om
m
ittee on M

ilitary 

R
ights, N

ovem
ber 28, 1953, 3:00 p.m

., M
inistry of F

oreign A
ff airs, T

okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 D

ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 

4261.

（
19
） 

第
一
回
軍
事
分
科
会
に
お
け
る
や
り
と
り
に
つ
い
て
は
、“U

.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i 

Islands, F
irst M

eeting of S
ub-C

om
m
ittee on M

ilitary R
ights, N

ovem
ber 28, 1953, 3:00 p.m

., M
inistry of F

oreign A
ffairs, 

T
okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 D

ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261

に
よ
っ
て
い
る
。

（
20
） 

“U
.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i Islands, F

irst M
eeting of S

ub-C
om
m
ittee on M

ilitary 

R
ights, N

ovem
ber 28, 1953, 3:00 p.m

., M
inistry of F

oreign A
ff airs, T

okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 D

ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 

4261.

（
21
） 

“U
.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i Islands, S

econd G
eneral M

eeting, N
ovem

ber 30, 1953, 

10:00 a.m
., M
inistry of F

oreign A
ff airs, T

okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 D

ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261.

な
お
、
第
二
回
正
式
会
談

二
〇
三



政
経
研
究　

第
五
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
六
年
十
月
）

（
三
六
二
）

の
様
子
を
在
京
米
大
使
館
か
ら
本
省
に
報
告
し
た“T

elegram
 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1354, 

N
ovem

ber 30, 1953”

（S
ecret

）, R
G
84 Japan, U

.S
. E
m
bassy, T

okyo; C
lassified G

eneral R
ecords, 1952-1963, B

ox 24[322.3 

A
m
am
i Islands 1953 N

ovem
ber-D

ecem
ber]

も
参
照
。

（
22
） 
第
二
回
軍
事
分
科
会
に
つ
い
て
は
、“U

.S
.-Japan M

eetings on A
rrangem

ents for T
ransfer of the A

m
am
i Islands, S

econd 

M
eeting of S

ub-C
om
m
ittee on M

ilitary R
ights, D

ecem
ber 1, 1953, 11:00 a.m

., A
m
erican E

m
bassy, T

okyo”

（C
onfi dential

）, R
G
59 

D
ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261

を
参
照
し
て
い
る
。

（
23
） 

参
考
に
な
る
文
書
と
し
て
は
、
中
川
記
「
奄
美
返
還
交
渉
に
関
す
る
件
」（
秘
）、
一
九
五
三
年
一
二
月
八
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美

群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
が
あ
る
。

（
24
） 

“T
elegram

 F
rom
 the E

m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 1458, D

ecem
ber 12, 1953”

（S
ecret

）, R
G
59 

D
ecim
al F
ile 1950-54, B

ox 4261.

（
25
） 

ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
の
返
還
に
関
す
る
協
定
案
」（
極
秘
）、
一
九
五
三
年
一
二
月
一
八
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、

日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A
'-0146

）、「
次
官
会
議
説
明
資
料
（
一
二
月
二
一
日
次
官
会
議
）」、
一
九
五
三
年
一
二
月
二
一
日
、『
南
西
諸

島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
三
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
26
） 

「
備
忘
」、
一
九
五
三
年
一
二
月
一
六
日
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
27
） 

新
木
大
使
（
米
国
）
発
岡
崎
大
臣
宛
公
電
第
一
五
四
五
号
「
奄
美
群
島
返
還
に
関
す
る
件
」（
大
至
急
）、
一
九
五
三
年
一
二
月
二
三
日
、『
南

西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
、“R

ecord of the M
eeting of D

ecem
ber 24, 

1953, B
etw
een R

epresentatives of the G
overnm

ent of Japan and the U
nited S

tates of A
m
erica on the A

greem
ent concerning 

the A
m
am
i Islands”

（C
onfi dential

）, 

『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還
協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

こ
の
会
談
で
、
最
終
的
に
文
書
が
確
定
し
た
。
こ
の
記
録
は
、
当
然
、
ア
メ
リ
カ
側
に
も
保
管
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
、
確
認

さ
れ
て
い
な
い
。

（
28
） 

外
務
省
ア
ジ
ア
局
第
五
課
「
奄
美
群
島
返
還
経
緯
」（
部
外
秘
）、
一
九
五
四
年
一
月
、
三
六
頁
、『
南
西
諸
島
帰
属
問
題
』（A

'-0146

）、
外
交

二
〇
四



奄
美
返
還
と
日
米
密
約
（
信
夫
）

（
三
六
三
）

史
料
館
。

（
29
） 

“R
ecord of the M

eeting of D
ecem

ber 24, 1953, B
etw
een R

epresentatives of the G
overnm

ent of Japan and the U
nited 

S
tates of A

m
erica on the A

greem
ent concerning the A

m
am
i Islands”

（C
onfi dential

）, 『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還

協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。

（
30
） 

“R
ecord of the M

eeting of D
ecem

ber 24, 1953, B
etw
een R

epresentatives of the G
overnm

ent of Japan and the U
nited 

S
tates of A

m
erica on the A

greem
ent concerning the A

m
am
i Islands”

（C
onfi dential

）, 『
南
西
諸
島
帰
属
問
題　

奄
美
群
島
、
日
米
返
還

協
定
関
係
（
第
二
巻
）』（A

'-0146

）、
外
交
史
料
館
。
合
同
委
員
会
議
事
録
の
日
本
語
訳
は
、
条
条
「
奄
美
返
還
取
極
に
お
け
る
軍
事
関
係
条
項
」

（
極
秘
）、
一
九
六
七
年
一
一
月
二
四
日
、『
小
笠
原
諸
島
帰
属
問
題
』（A

'.6.1.1.5

）、
外
交
史
料
館
を
参
考
に
し
て
い
る
。
同
文
書
に
よ
れ
ば
、

一
九
五
四
年
一
月
七
日
開
催
の
第
八
一
回
合
同
委
員
会
に
お
い
て
、
議
事
録
に
記
載
さ
れ
た
と
あ
る
。

（
31
） 

外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
日
米
地
位
協
定
各
条
及
び
環
境
補
足
協
定
に
関
す
る
日
米
合
同
委
員
会
合
意
」
の
「
第
三
条
に
関
連
す
る
日
米
合
同

委
員
会
合
意
」
に
よ
る
。

（
32
） 

琉
球
新
報
社
（
編
）『
外
務
省
機
密
文
書　

日
米
地
位
協
定
の
考
え
方
・
増
補
版
』
高
文
研
、
二
〇
〇
四
年
、
六
一
│
六
二
頁
。

二
〇
五
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